
政府では、行政手続にかかる事業主の皆さまの作業時間（行政手続コスト）を
削減するため、電子申請をはじめ各種手続のオンライン化を図っています。電子
申請等の利便性の向上に向けたこれまでの取組を一層すすめるために、各種手続
におけるFAXの利用廃止に向けた取組を行うこととしました。
そのため、これまでFAXにて提供していた情報提供やFAXでの送付を依頼してい
た確認書類等については、順次電子メールでの送受信へ変更を行っていきます。
ハローワークをご利用いただいている事業主を始めとした皆さま方におかれま
しては、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、メールを送受信する環境がない等電子メールが利用できない事情がある
場合につきましては、担当者までご相談ください。

ハローワーク名古屋東

ハローワークをご利用いただいている皆さまへ

メールを送信される際のお願い
●不審なメールアドレスからの送信と区別するために、件名欄に事業所名、手続
名等送付する内容を必ず記載してください。
＜記載例＞
（株）●● 「離職票未計算賃金」
（有）●●商事 「育休申請出勤簿」
●添付ファイル等に個人情報が含まれる場合は、必ずパスワードを設定して下さ
い。パスワードについては、別途上記メールアドレスあてにお知らせ下さい。
●添付できる電子データの容量は約１０MBとなります。
容量制限を超えるメールは送受信できません。お手数ですが容量を小さくして
から送信してください。
※マイナンバーやマイナンバーが記載された確認書類は、電子メールでの提出は
できません。事故防止のため、追跡可能な郵便等でのご提出をお願いします。

ハローワークでは各種手続のオンライン化・業務効率化を図るため、
FAX手続の廃止に向けた取り組み

を進めています！！

LL041201愛保

雇用保険適用関係でメール送信される場合は以下のアドレスに送信してください。
ハローワーク名古屋東 雇用保険適用課メールアドレス

tekiyou-2301@mhlw.go.jp
ハローワークで扱う情報の多くは皆さまの大切な個人情報になります。
メール送信前に再度メールアドレスに間違いがないか確認のうえ送信いただきますようお願いいたします。

★


